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令和８年第１０回中野区教育委員会定例会 

○日時 

 令和８年４月１７日（金） 

 開会 午前 １０時００分 

閉会 午前 １０時４５分 

○場所 

 中野区役所７階 教育委員会室 

○出席委員 

教育委員会教育長  田代 雅規 

教育委員会委員   岡本 淳之 

教育委員会委員   髙野 治人 

教育委員会委員   平本 紋子 

教育委員会委員   伊藤 亜矢子 

○出席職員 

教育委員会事務局次長              石崎 公一 

参事（子ども家庭支援担当）           森  克久 

子ども・教育政策課長              小堺 充 

指導室長                    井元 章二 

学務課長                    佐藤 貴之 

学校支援担当課長                関田 勇介 

子ども教育施設課長               原  太洋 

スポーツ振興課長                原  拓也 

○書記 

教育委員会係長            網野 愛子 

教育委員会係             神垣 真帆 

教育委員会係             岡崎 大輔 

○会議録署名委員 

教育委員会教育長  田代 雅規 

教育委員会委員   岡本 淳之 
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○傍聴者数 

４人 
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○議事日程 

 １ 議決事件 

（１）第２５号議案 中野区立学校設備使用規則及び中野区立学校施設の開放に関す

る規則の一部を改正する規則 

 ２ 報告事項 

（１）事務局報告 

①令和８年度教育行政に関する点検及び評価（令和７年度分）の実施について

（子ども・教育政策課） 

②子どもが考える修学旅行について（指導室） 

③令和８年度海での体験事業の実施について（学務課） 
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○議事経過 

午前 10 時 00 分開会 

田代教育長 

 おはようございます。定足数に達しましたので、教育委員会第 10 回定例会を開会いたし

ます。 

 本日の会議録署名委員は、岡本委員にお願いいたします。 

 また、本日の議事は、お手元に配付の議事日程のとおりです。 

 本日の議決事件の１番目に関連して、スポーツ振興課の原課長にご出席をいただいてお

ります。 

 それでは、日程に入ります。 

＜議決事件＞ 

田代教育長 

 初めに、議決事件の審査を行います。 

 議決事件の１番目、第 25 号議案「中野区立学校設備使用規則及び中野区立学校施設の開

放に関する規則の一部を改正する規則」を上程いたします。 

 それでは、提案の説明をお願いいたします。 

スポーツ振興課長 

 それでは、第 25 号議案「中野区立学校設備使用規則及び中野区立学校施設の開放に関す

る規則の一部を改正する規則」につきまして、説明をさせていただきます。 

 まず、提案の理由といたしましては、議案のとおりでございまして、施設予約システムの

再構築に伴いまして、学校施設の使用手続に関する規定を改める必要があるということで

ございます。 

 その趣旨といたしましては、現在中野区においては、学校開放事業を含みます区立施設

の使用手続に関する施設予約システムの対象について拡大をいたしまして、利便性の向上

と、手続の一定程度の統一を目的とした再構築が行われているところでございます。 

 そのことに伴いまして、区立学校の設備の使用に係る手続を定めた教育委員会規則の規

定を改めていただく必要があるということでございます。 

 お手数ですが、お手元の資料、新旧対照表をごらんいただきますようお願いいたします。 

 まず、第１条関係、中野区立学校設備使用規則の改正内容でございます。この規則は学校

開放事業にかかわらず、区立の学校施設・設備の使用手続を定めているものでございます。 
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 従来、施設予約システムを用いて使用手続を行います施設につきましては、施設ごとに

手続を定めていたところでございますが、再構築後の施設予約システムによって、手続を

行う施設を対象といたしました中野区施設予約システムの運用等に関する規則が、この３

月に新たに公布、施行されたことによって、その新たな規則の中で、区の中で統一的に定め

る部分、さらにそれぞれの施設ごとに定める部分というものが発生することになりました。 

 今回の主な内容といたしましては、第３条第３項及び第４条第３項について、今ご説明

しましたように、施設予約システムを利用する手続などについて、複数の別の定めによっ

て定められることになったことから、「別に定める」という文言へ改正をお願いするもので

ございます。 

 そのほかの規定につきましては、本改正に合わせまして、条文の文言をより適切な形に

修正させていただくものでございます。 

 次に、第２条関係をごらんください。第２条関係は中野区立学校施設の開放に関する規

則でございます。 

 こちらは学校開放事業に関する規則でございまして、先ほどご説明いたしました中野区

施設予約システムの運用等に関する規則において、施設の使用手続における手続期限など

が一定程度、これから統一されることから、使用料を納付する場合の期限について、当該規

則の規定を準用することを定めているものでございます。 

 なお、学校設備使用規則におきまして、学校施設のうち、使用料の発生する体育館をス

ポーツ目的で利用する場合においては、当分の間、使用料は免除とすることが定められて

いるところを補足させていただきます。 

 最後に附則についてご説明いたします。 

 まず、施行期日は公布の日でございます。 

 次に、再構築後の施設予約システムを用いた手続への移行時期についての規定でござい

まして、手続の切替え時期を、区の施設いずれの施設も、５月１日以降の施設を使用するた

めの手続に適用するものでありまして、４月 30 日以前の利用につきましては、従前の形の

手続とすることを定めているものでございます。 

 補足説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

田代教育長 

 ただいま上程中の議案につきまして、質疑がありましたらお願いいたします。 

伊藤委員 
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 丁寧なご説明をありがとうございます。利便性の向上というお話もございました。具体

的に、もし何か一つ、二つで結構でございますので、利用者の方、特に子どもや保護者の方

に関わることなどで、「こういった点が便利になります」ということがございましたら、教

えていただけるとありがたいなと思います。 

 利便性が向上することで、多くの方が使ってくださるといいなと考えております。 

スポーツ振興課長 

 施設予約システムに関わるところでございますと、まず登録の際に、本人確認証などを

ご提示いただく必要があるのですが、こちらは紙で、施設で申請していただくことがほと

んどでございました。紙をご希望の方はそのままできるのですけれども、オンラインで行

うことができるようになったということ。 

 それと、使用料の支払いなどについても、キャッシュレスでできるようになったという

ことなどが挙げられるところでございます。 

田代教育長 

 ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。 

 なければ質疑を終結いたします。 

 それでは、簡易採決の方法により、採決を行いたいと思います。 

 ただいま上程中の第 25 号議案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

田代教育長 

 ご異議ございませんので、原案のとおり、決定いたしました。 

＜教育長及び委員活動報告＞ 

田代教育長 

 次に、報告事項に入ります。 

 初めに、教育長及び委員活動報告をいたします。 

 各委員から、活動報告がございましたらお願いいたします。 

髙野委員 

 先日、中野区医師会の小児科分科部会の会合がありまして、そちらでは昨今はやってい

る、はしかの対応についての協議を行いました。 

 はしかは感染力が強く、空気感染も起こす病気ですので、接触を避けるのはなかなか難

しい面もあります。予防に関しては、ワクチンの２回接種を確実に行っていただくことが
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大切なので、１期、２期の定期接種はもとより、中野区では、任意接種の助成も行ってお

り、１期、２期で打ち漏らしてしまったお子さんたちも、無料で接種することができますの

で、学校などでの接種勧奨をしていただければと思います。 

 以上です。 

田代教育長 

 ほかに活動報告はございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、私から一つ、報告いたします。 

 火曜日に関田課長とともに、第七中学校のバス通学の様子を現地で確認してまいりまし

た。 

 当日は、バスの混雑は見られず、生徒はおおむね３便程度に分かれて登校しておりまし

た。バス停も、学校から徒歩ですぐの位置にあり、バス通学を利用している生徒にとって

は、比較的負担の少ない通学環境にあると感じました。 

 対象となる生徒はおよそ 90 名とのことですが、現在はそのうち 83 名が、実際にバス通

学を利用している状況です。利用人数が多いこともあり、車内では生徒同士が会話をする

姿も見られ、現時点では比較的落ち着いた、楽しそうな雰囲気で通学できている印象を受

けました。 

 一方で、今後、部活動が本格的に始まりますと、下校時刻が生徒ごとにバラついてくるこ

とが想定されます。その際に、１人でバスを利用して帰宅するケースが増えるのか、あるい

は、部活動の友人と一緒に帰るようになるのかなど、下校時の状況については、今後、変化

が出てくる可能性があると感じました。 

 また来週、今度は実際の乗車時の状況についても、改めて確認を行う予定です。 

 今回の視察を通して、やはり現場に足を運ばないと、把握できない点が多いということ

を改めて実感いたしました。 

 報告は以上です。 

 その他発言がなければ、委員活動報告を終了いたします。 

＜事務局報告＞ 

田代教育長 

 続いて、事務局報告に移ります。 

 事務局報告の１番目「令和８年度教育行政に関する点検及び評価（令和７年度分）の実施

について」の報告をお願いいたします。 
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子ども・教育政策課長 

 それでは「令和８年度教育行政に関する点検及び評価（令和７年度分）の実施について」、

ご報告いたします。 

 資料 02－１、報告事項①をごらんください。 

 本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づき、教育委員会 

の権限に属する事務の管理及び執行状況について、点検及び評価を行うものでございます。 

 １番目、実施目的です。 

 本点検・評価を通じて、教育行政のさらなる充実と改善を図るとともに、区民に対する説

明責任を果たし、信頼される教育行政の推進を目的として実施いたします。 

 今回の点検評価では、主に５点を重視してまいります。 

 箇条書きでお示ししております１点目は、中長期的な視点に立った点検・評価を行うこ

とです。 

 ２点目は、教育行政全般にかかる目標体系に基づき、課、施策、事業の成果、効果性、必

要性を横断的な視点で検証することでございます。 

 ３点目は、数値等で表しにくい目標や成果についても、丁寧に点検・評価を行うことで

す。 

 ４点目は点検・評価結果を公表し、区民からの意見や提案を受けることで、透明性のある

教育行政を実現することです。 

 ５点目は、その結果を目標設定や実施事業の見直し、改善に活用し、計画、実施、評価の

マネジメントサイクルを確立することです。 

 ２番目、実施方法です。 

 本点検・評価は、中野区教育ビジョン（第４次）をもとに、教育委員会独自の点検・評価

票を作成し、これを用いて実施いたします。 

 ３番目、外部評価委員会の設置です。 

 教育に関する学識経験者を含む外部評価委員会を設置し、客観的な視点からご意見をい

ただきながら、点検・評価を進めてまいります。 

 ４番目、重点項目についてご説明いたします。 

 外部評価委員会における重点項目は、教育ビジョン（第４次）をもとに、次のとおり設定

しております。 

 １番目、確かな学力の定着（知）並びに教員の授業力向上。 
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 ２番目、豊かな心を育む教育の充実（徳）。 

 ３番目、体力・運動意欲の向上（体）及び健康の保持増進。 

 ４番目、いじめ対策及び不登校傾向の児童・生徒の支援強化。 

 最後に、家庭・地域と連携した教育、開かれた学校運営です。 

 このうち最初の四つの「知」「徳」「体」及び「いじめ・不登校児童生徒への支援の強化」

は、中野区教育の根幹をなす要素であることから、必須項目として位置づけております。 

 最後の項目、家庭・地域と連携した教育、開かれた学校運営については、予算の新規拡充

事業や、外部評価委員からの前年度指摘事項、教育ビジョンの各目標を支える共通基盤の

観点から選定しております。 

 最後に今後の予定でございます。 

 ４月から５月、事務局で自己評価をいたします。６月から 10 月にかけて、外部評価を実

施いたします。この際、外部評価委員と教育委員会の意見交換会も予定しております。11

月に点検・評価結果について、委員会で議決をしていただき、12 月には、区議会に報告を

する予定となってございます。 

 報告については以上となります。 

田代教育長 

 ただいまの報告につきまして、質問やご発言がありましたらお願いいたします。 

伊藤委員 

 ご説明ありがとうございます。実施の目標のところ、目的のところにもあるのですが、マ

ネジメントサイクルを確立するということはとても重要なことだなと思っておりまして、

今年もこの評価につきまして、ご尽力いただけることを大変感謝しております。 

 本当に、今回の評価をすることも、それだけでもとても大変なことだと思うのですが、も

う一つ気になりますのは、昨年度実施した、その前の年の評価につきまして、恐らくそれが

出て、今年度あるいはまた次年度の計画にそれが役立っていくということが、本当の意味

でのサイクルになっていくのかなと考えておりますので、今、おわかりでないかもしれま

せんので、今回、お答えいただかなくても大丈夫なのですが、ぜひ、昨年度の結果がどのよ

うに学校に周知されて、それが各学校の目標設定ですとか、様々な実践にどう影響してい

るのか。あるいは学校のレベルでなくても、区のレベルであっても、そういった実際の影響

というところをお聞きできればと思いました。 

 以上でございます。 
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子ども・教育政策課長 

 ただいま伊藤委員のほうからご意見いただきましたことにつきましては、まさに評価・

検証の結果が、区の施策はもとより、学校経営の現場でどのように生かされているか、そう

いったところも把握させていただきまして、また機を見てご報告させていただきたいと思

います。 

岡本委員 

 私も実施目的のところで１個、お伺いしたいのですけれども、(3)で「数値等で表しにく

い目標や成果についての点検及び評価を行うこと。」とあります。これまでもされていたと

思うのですけれども、具体的にどのように「点検及び評価」をされるご予定なのか、教えて

ください。 

子ども・教育政策課長 

 この実施目的の(3)「数値等で表しにくい目標や成果」ということに関しましては、いわ

ゆる定性的な指標になります。一方、数値で表せるものというのは、定量的な分析が可能な

ものになります。その数値目標に対して、どれほど進捗できたか、客観明白に出るものでご

ざいますが、そうではないもの。つまり、満足度のようなものになってくると思います。そ

こはまた別途、そういったものが効果測定できるような設定をさせていただいて、個別に

確認をさせていただくというような手はずになると思います。 

平本委員 

 ご説明ありがとうございました。質問になります。新しい項目である「家庭・地域と連携

した教育／開かれた学校運営」というのは、今、進んでいるコミュニティ・スクールについ

ても対象になるということでよいでしょうか。 

 あともう１点、新規項目については、昨年度も指摘された事項で、大変横断的な項目に

なっていると思いまして、上の４項目全てと関連してくるのかなと考えております。なの

で、評価の仕方も、難しい面もあるのかなと思う一方で、何か特に力を入れて重点的にこの

あたりを見て、点検・評価をするというところがもし決まっているようでしたら、その点も

教えていただければと思います。 

子ども・教育政策課長 

 今、平本委員のほうからご質問のあった、まず１点目、この重点項目の最後の５番目「家

庭・地域と連携した教育／開かれた学校運営」に関しましては、まさに委員おっしゃってい

ただいたとおり、コミュニティ・スクールの推進のところが入っております。 
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 具体的には、学校運営協議会、地域学校協働活動の推進というところと、あとは学校部活

動の地域移行の推進というものが要素として含まれております。 

 あと、この５番目の重点項目自体が、全て横断的に関わるものではないかというところ

に関しましては、まさにそのとおりでございまして、その上でとりわけ、ここを狙い撃ちし

てやっていくのだというものに関しては、この重点項目、五つあるものが、お示しの仕方と

して、考え方として、一応並列の関係にあるということではあるのですが、ただ、その部分

も全ての事項に軸を通した形で関わってくるところに関しては、そこは当然意識して、確

認していくことになろうかと思われます。 

田代教育長 

 ほかに質問や発言がございましたらお願いいたします。よろしいですか。 

 それでは、本報告は終了いたします。 

 次に、事務局報告の２番目「子どもが考える修学旅行について」の報告をお願いいたしま

す。 

指導室長 

 それでは「令和８年度子どもが考える修学旅行について」、ご報告をいたします。 

 本取組の趣旨、背景、具体的な進め方などについて、順にご説明をさせていただきます。 

 スライド２ページ目をごらんください。 

 まず、本取組の位置づけについてでございますが、中野区では、令和４年３月に「中野区

子どもの権利に関する条例」を制定し、子どもが自分の意思や考え、思いを表明し、それが

尊重される教育の実現を目指してまいりました。 

 また、中野区教育ビジョン（第４次）におきましても、豊かな心を育む教育の充実を目標

に掲げ、子ども主体の学校教育を進めているところでございます。今回ご説明する子ども

が考える修学旅行は、こうした区の教育政策の方向性を、具体的な学校行事として形にす

る取組でございます。 

 次のスライドをごらんください。 

 次に、これまでの取組状況でございます。区立小中学校におきましては、子どもたちが安

心して意見を表明できる場を増やすため、令和６年度より小学校１校当たり 20 万円、中学

校１校当たり 30 万円の予算を配当し、子どもたちが企画提案した行事などを実施しており

ます。行事だけでなく、日々の授業においても、子どもたちの主体性を生かした学習となる

よう、各校が工夫を重ねております。こうした積み重ねが、次に示すような成果につながっ
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てございます。 

 スライド４番目をごらんください。 

 こちらは中野区学力に関わる調査の意識調査結果でございます。授業で習ったことを生

活と結びつけて考えているか。学習や生活をよくするための話し合いや活動に積極的に取

り組んでいるかといった項目におきまして、令和６年度から７年度にかけ、全国平均を上

回る学年が増加してございます。これは、子どもの意見を反映させた教育活動を進めてき

た成果の一つと捉えており、中野区の子どもたちの学びに向かう力が着実に高まってきて

いると考えてございます。 

 次のスライドをご覧ください。こうした流れを受け、令和８年度以降、子どもが考える修

学旅行を実施いたします。狙いとしましては、子どもたちが自分たちで修学旅行のプログ

ラムを決めたと実感できる機会をつくることです。修学旅行という大きな学校行事を通し

て、主体性、協働性、学びに向かう力を一層高め、魅力ある学校づくりにつなげてまいりま

す。 

 次のスライドをごらんください。 

 こちらはこれまでの修学旅行との違いを示したフローでございます。これまでは、修学

旅行先は校長や学年の教員が決定していましたが、今回からは、区教育委員会が選定いた

しました候補地から、旅行先の決定を生徒自身が行うことといたします。生徒の選択をも

とに、校長や教員、教育委員会が調整を行い、実現へとつなげていく形でございます。子ど

もを中心に捉えた役割分担へと転換してまいります。 

 次のスライドをごらんください。 

 修学旅行先といたしましては、青森・函館方面、北陸方面、奈良・京都方面、広島・京都

方面、九州方面の五つのエリアを候補として示しております。この中から、生徒が自分たち

で行き先を選択いたします。 

 なお、生徒向けの説明用プレゼン資料は、教育委員会で作成をいたしまして、先生方の負

担軽減にも配慮しています。 

 次のスライドをごらんください。 

 実施までのスケジュールでございます。下のほうをごらんください。令和８年１月から

２月にかけまして、校長会と教育委員会とで協議を行い、修学旅行の候補地を５方面に絞

りました。２月から３月にかけまして、旅行業者と協議をし、生徒向けの説明資料を作成し

ました。この後、４月中旬には保護者会で説明を行うとともに、１年生に対して教員が候補
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地のプレゼンを実施し、生徒自身が行き先を決定します。その後、旅行会社や具体的なプラ

ンを決定してまいります。そして、現在の１年生が３年生になる令和 10 年に修学旅行を実

施いたします。 

 次のスライドをごらんください。 

 こちらは候補地を比較した資料でございます。学習内容、移動時間、体験の特徴などを一

覧にしており、生徒が考え、話し合い、選択する際の資料として活用いたします。本日は読

み上げませんが、参考としてごらんください。 

 次のスライドをごらんください。 

 こちらは混雑度や移動条件など、さらに詳細な条件をまとめた資料でございます。この

資料も生徒へ配布をいたしまして、こうしたことを踏まえて、行き先を決められるように

してまいります。 

 次のスライドをごらんください。 

 最後に、本取組のまとめでございます。子どもが考える修学旅行は行き先を決めること

自体が目的ではなく、子どもたちが話し合い、比較し、選択する過程を通して、主体性や学

びに向かう力を育てることを狙いとしています。修学旅行という大きな行事を、子ども主

体の学校教育を具体的に実感できる機会とし、教育委員会と学校が連携して進めてまいり

ます。 

 ご報告は以上となります。 

田代教育長 

 ただいまの報告につきまして、質問やご発言がありましたらお願いいたします。 

伊藤委員 

 ご説明ありがとうございます。「一目でわかる！修学旅行先５大エリア徹底比較ガイド」

という資料などもとてもわかりやすく、子どもたちにとっては、メリットとデメリット、そ

れから特徴がそれぞれ違うのだということをよく理解して、選択していくということ自体

が、すごくよい学びの機会になるのではないかなと思いました。 

 とはいえ一方で、修学旅行先は最終的に一つに決めないといけなくて、しかも諸般の事

情により、非常に早い時期に決めないといけないということがございますので、できまし

たらこれからの実施のご工夫の中で、子どもたちが、Ａという地域に決まったとしても、Ｂ

という地域でやりたかったような活動がどこかでできる、あるいはＡという地域の中で、

さらに子どもたちの考えで、様々なスケジュールを組める部分があるですとか、なるべく
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子どもたちが参加できるような計画にできるよう、旅行会社等の方々ともご協力いただけ

るとよいなと思いましたし、もし可能であれば、今後はこういう資料なども、子どもたち自

身も、今、すぐにインターネットで情報が得られる時代ですので、それぞれ調べて、それぞ

れの推している人たちが、北陸推しの人たち、九州推しの人たち、その人たちがみんなで話

し合ってプレゼンをするですとか、現場のご負担にならない、しかしながら、子どもたちが

継続して主体的な活動をしていけるということにつなげていただけるとよいなと思いまし

た。 

 魅力のあるプランを、大変ありがとうございます。 

指導室長 

 例えば、Ａを選択していた子たちがＢに決まったとしても、そのＢの中でも、いろいろな

活動の選択肢というのを設けて、その中から、自分のやりたいことを見つけられるような、

そういったプランにしていくように、学校と旅行会社とで調整しながら、プランをつくっ

ていただくようにお願いしていきたいなと思っております。 

 また、今回、教育委員会のほうで、こういった資料、初めてということで、取組をお示し

しておりますけれども、これが年々、積み重なっていくと、子どもたちのアイデアというも

ので、もっと豊かな取組になっていくのではないかなというところは、非常に期待してい

るところでございますので、先生方にとってあまり負担にならない形で、進めていくよう

にしたいと考えてございます。 

髙野委員 

 わかりやすい説明をありがとうございます。幾つか質問があるのですが、まず中学３年

生のときの修学旅行を、中学１年の４月から５月の早い段階で決めるというのは、やはり

この時期でないと、宿泊などの予約がとれないということでしょうか。 

指導室長 

 委員ご認識のとおりでございまして、やはり２年前から宿の予約というのが必要になっ

てまいりますので、なかなか、団体でたくさんの生徒を受け入れられる宿というのは決まっ

てきてしまうので、非常に人気が高いといいますか、そういうところもありますので、やは

りこの時期でないとというところでございます。 

髙野委員 

 あと、旅行先を選ぶのは学校単位ということでしょうか。あと、費用負担というのは、ど

こに行ってもないということでよろしいでしょうか。 
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指導室長 

 行き先につきましては、学校単位で決めるという形にしてございます。 

 また、費用負担に関しましても、私費を徴収してということはございません。 

平本委員 

 ご説明ありがとうございました。子どもたち主体で旅行先を決めていくプロセスは大変

すばらしい取組だと感じて、この資料も拝見して、私も大変わくわくしました。 

 候補地を決定した後も、行程をどうするかというプロセスの中で、より多くの子どもた

ちの意見を反映させていけるように、先生方に伴走をお願いしたいなと思ったという点と、

ゆくゆくは、このプロセスで旅行先を決定した上の学年が、試行錯誤して、いろいろ調べた

り、もっとこうしたらよかったなと思うことがあると思うので、下の学年に対して、何かプ

レゼンをするような機会を設けるなど、学年を超えた学びの機会というのも工夫していた

だけるとよいなと思いました。 

 あと、もう１点、気になったのが、事故とかトラブルが起きたときの責任というのは、ど

うしても学校や教育委員会にあるということを踏まえると、旅行の行程とか、移動時の安

全面に関する懸念点というのは、先生方のほうでも注意して、伴走していただいて、最終的

に学校側でしっかりと行程等もチェックする体制にしていただきたいなと思っています。 

 行ってみたいとか、やってみたいという気持ちを大切にしながら、一方で大人数での旅

行を企画するというときには、安全性が大事だということも子どもたちにとってもすごく

学びになると思うので、そういった点も子どもたちで話し合ったり、理解を深めてもらう

機会というのもつくってもらえると、より深みが増すのではないかなと思いました。 

 また、この新しい取組からはどうしても外れてしまう学年というのがあると思うので、

その学年についても、子どもたちの意見が反映されるような場面をより増やしていけるよ

うに、ぜひプロセスを工夫していただきたいなと思っています。 

 １点、質問なのですけれども、今回のこの取組は、歴史とか地理とか美術などの授業など

も活用した、横断的学習として位置づけていくことも可能になるのかなと拝見しました。

各学校で、どのような時間を使って、こういう話し合いをしていくかというのは、もう学校

のほうに任せて、工夫していただくという理解でよろしいでしょうか。 

指導室長 

 こちら学校で、事前の準備をしていく際に、本当に様々な学びができるかなと思います

が、やはりまとまって子どもたちが事前に調べたりとか、意見を述べ合ったりするのは、基
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本的には総合的な学習の時間に、探究活動として行うことがメインかなと思ってございま

す。 

岡本委員 

 私は意見になります。子どもたちがどう考えて話し合い、意思決定していくのかという

ことこそが、私もとても大事だと思っています。 

 恐らく、あまり時間がないので、プレゼンを聞いて、最終的には投票して決めることにな

ると思うのですが、そうすると先ほど伊藤委員がおっしゃっていたみたいに、やっぱり自

分が行きたいところに行けないとなって、ネガティブな思いを持つ生徒さんも出てくると

思います。それだったら、むしろ「先生に一律に決めてもらったほうがよかったじゃん」と

すらならないかなと心配です。 

 ですので、先ほど伊藤委員がおっしゃっていたみたいに、違う場所になったとしても、い

ろんな意思決定の段階をつくって、子どもたちができるだけ関わるようにしていただきた

いと思っています。 

 また、年度初めに中学１年生ですぐに取り組むのは大変だと思いますので、保幼小中連

携教育にせっかく力を入れていますから、例えば小学６年生の頃から、中学校の修学旅行

の行き先をすぐに決めることになるんだよという学習を進めていってもいいのではないか

なと思いました。 

 どういう決め方をしていくかということも、小学校では学んでいると思いますので、そ

こで修学旅行について、すばらしい教材として取り組むこともできるのではないかなと思

いました。 

 また今年度、各学校でどういう決め方をしたのかということもぜひ集約いただいて、私

たちにも共有いただきたいですし、各学校でも共有をして、それぞれ情報交換して、学びを

深めるような仕組みにしていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

髙野委員 

 もう１点、確認なのですけれども、こちらのスケジュールには、４月中旬に保護者会での

説明などが、プレゼン実施、旅行先決定とあるのですけれども、既にもう４月、本日４月 17

日なのですが、これはもうこのスケジュールどおりに進んでいると考えてよろしいので

しょうか。 

指導室長 
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 先日、このプレゼンを校長先生方にお示しをして、学校に配布したところですので、中旬

より少し下旬に近い形で、ここのところが進んでいくかなと思っております。 

 今現在、保護者会でプレゼンを見せる等の具体的なところまでは、まだいってはいない

ので、これから取り組まれるというところでございます。 

岡本委員 

 これも意見なのですけれども、修学旅行に行きたくないという生徒さんもいらっしゃる

と思うのです。あとは学校に行き渋り状態の生徒さんとか、不登校の生徒さんもいます。そ

ういう生徒さんたちも一緒に、この修学旅行のプロジェクトにどう関わることができるの

か。学校現場の先生方にご負担をおかけしてしまうことになってしまうかもしれないので

すけれども、ぜひ、そういったことも念頭に置いていただければと思いました。 

 以上です。 

田代教育長 

 ほかに追加でご質問やご発言ございますでしょうか。 

 では、私からも１点、よろしいでしょうか。 

 高校の先生にお聞きしたら、高校生にも修学旅行の行き先を自分たちで決めさせたいと

思っているそうなのですけれども、結果的に高校の場合には、高校２年生で修学旅行に行

くので、やはり宿がとれないと。入学してからどこに行きたいかを決めさせて、やるので

は、行程的に間に合わないということで、高校ではやむを得ず、学校で行き先を決めている

と。 

 ちなみに都立高校では今、８割ぐらいが沖縄の修学旅行を実施しているそうです。今回

もこのコース設定の中で、沖縄も考えたのですけれども、高校で、ほとんど行くのが沖縄だ

ということなので、また同じ場所というのもあれなので、中学校の最初の中には、沖縄を外

そうということで５コースに決定いたしました。 

 それでは、本報告は終了いたします。 

 次に事務局報告の３番目「令和８年度海での体験事業の実施について」の報告をお願い

いたします。 

学務課長 

 「令和８年度海での体験事業の実施について」報告いたします。海での体験事業について

は、平成 24 年度より開始しており、今年度も実施いたします。 

 実施期間は令和８年７月 23日から８月８日で実施し、実施場所は岩井海岸海水浴場です。 
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 対象は区立小学校の４年生から６年生の児童で、２泊３日、８クール実施し、各クール定

員 70 名で、合計 560 名の定員となってございます。 

 主な実施メニューは、ライフセービング講習、ボディボード、スタンドアップパドルボー

ド等を行います。募集及び申込みについては、今年度は各児童の端末へＧｏｏｇｌｅクラ

スルームで案内を配信するとともに、保護者向けには情報配信システムのすぐーるを活用

し、募集案内を通知いたします。 

 募集期間は５月 12 日からを予定してございます。 

 申込み方法や参加費用については記載内容をご確認ください。 

 最後に救済措置についてですが、昨年度は地震や津波等の影響により、第４クール途中

で中止いたしました。第５、第６クールが中止となったところです。該当クールに参加でき

なかった児童につきましては、救済措置として、今年度の抽選で優先対象としたいと考え

てございます。 

 また教育委員会では、できるだけ多くの方に本事業を体験していただきたいと考えてご

ざいますので、昨年度の抽選で落選した方も、今年度は優先して、案内したいと考えてござ

います。 

 報告は以上です。 

田代教育長 

 ただいまの報告につきまして質問やご発言がございましたらお願いいたします。 

伊藤委員 

 今年度も楽しい企画ありがとうございます。子どもたち、とても楽しみにしているので

はないかなと思っています。 

 お話にもありましたが、本当に記憶に新しいところでございますが、昨年度は思いがけ

ず地震と津波ということがございまして、安全に避難もできて、安全に楽しく東京に帰っ

てくるということができましたので、よかったなと思っております。 

 一つ、ご質問は、そうした安全面も含めて、今年度、特にこういった点について工夫をし

たい、なさったなどあれば、教えていただきたいなと思いました。もちろん、この救済措置

もとてもよいと思っていて、こういったことがあると、多くの方に参加していただけてよ

いなと思いました。 

 もう１点、これは小さなことですが、10 の「参加児童の情報について」ですけれども、

「今年度から緊急の場合に備え、参加児童の情報を実施前にお送りさせていただきます。」
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という。これは、具体的にどのような意味かなと、少しわからなかったので、もし補足いた

だける点があれば、教えていただきたいと思いました。 

 以上でございます。 

学務課長 

 昨年度の災害対応、危機管理対応を含めて、委託しているＪＴＢですとか、あと水泳事業

を委託している事業者等を含めて、この前は一応日中でしたので、連絡等はできたのです

けれども、夜間対応ないし、土曜日、日曜日の対応もございますので、その連絡体制につい

ては、改めて確認をさせていただいたところです。 

 あと、中止等の判断につきましては、組織としてどのような形で対応をとっていくのか

というところも、改めて検討したところでございます。 

 こちらの参加児童の情報については、昨年度の危機管理対応にも影響しているところな

のですけれども、これまでは各学校の参加児童の情報を、各学校に下ろすということはし

ておりませんでした。あくまで、これは社会教育事業ですので、学校の活動とは別というこ

とで考えていたのですけれども、とはいえ、やはり事故等、災害等が起こったときには、各

学校のほうに問合せがいったということもございましたので、各校長先生からのご要望も

ありましたし、私たちも改めて児童情報は、必要最小限度というところではありますけれ

ども、事前に情報共有するという形で、今年度から実施するというところでございます。 

 ちなみに昨年度も、第４クール以降については、情報は共有したところではございまし

た。 

伊藤委員 

 きめ細やかなご対応をいただき、本当にありがとうございます。そして、今ご説明いただ

いた参加児童の情報の点、よくわかりました。 

 そうしましたらば、当然のことではございますけれども、個人情報等々もございますの

で、保護者の方々にもお伝えした上で、多方面から緊急時に対応できるような体制づくり

ということで、適切に行っていただければと思いました。 

 ありがとうございます。 

田代教育長 

 ほかに質問やご発言がありましたらお願いいたします。よろしいですか。 

 それでは、本報告は終了いたします。 

 それでは、最後に事務局から次回の開催について報告をお願いいたします。 
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子ども・教育政策課長 

 次回の教育委員会定例会は５月１日となりますが、ひがしなかの幼稚園訪問のため、傍

聴はございません。 

 傍聴していただける会といたしましては、次回、５月８日金曜日、午前 10 時から、区役

所７階、教育委員会室にて実施いたします。 

 なお、諸事情により、急遽休会になる場合がございます。中野区ホームページにてご確認

をお願いいたします。 

 以上でございます。 

田代教育長 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、教育委員会第 10 回定例会を閉じさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

午前 10 時 45 分閉会 


